
 

千葉市休日保育事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、保護者の勤務等により、児童の保育が困難な日曜日等（日曜日、国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（１月１日を除く。）

及び１２月２９日から１２月３１日までの日をいう。以下同じ。）における保育の需要に

対応するために実施する休日保育事業（以下「事業」という。）を実施するに当たり必要

な事項を定めることにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉

の向上を図ることを目的とする。 

 

（実施施設） 

第２条 事業を実施する施設（以下「実施施設」という。）は、次に掲げる施設のうち、市

長の指定を受けた施設とする。 

（１） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３９条第１項に

規定する保育所（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年法律７７号。以下「認定こども園法」という。）第３条第１項又は

第３項の認定を受けた施設及び同条第９号の規定による公示がされた施設を除く。）  

（２） 認定こども園法第２条第６項に規定する認定こども園 

（３） 法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業を実施する事業所 

（４） 法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業を実施する事業所 

（５） 法第６条の３第１２項に規定する事業所内保育事業を実施する事業所 

 

（指定手続き） 

第３条 前条の規定による指定を受けようとする施設の設置者は、千葉市休日保育事業実

施指定申請書（様式第１号）及び千葉市休日保育事業計画書（様式第２号）に必要書類

を添えて、市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による指定の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、千葉市休日保育事業実施指定通知書（様式第３号）により、当該申請者に

通知するものとする。 

３ 市長は、第２項の規定による指定をしないときは、千葉市休日保育事業実施不承認通

知書（様式第４号）により、その旨及び理由を当該申請者に通知するものとする。 

 

（指定事項の変更） 

第４条 前条第２項の指定を受けた者（以下「指定事業者」という。）は、次の各号に掲げ

る事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長に協議するとともに、当該変更を行う

日の１か月前までに、千葉市休日保育事業指定内容変更申請書（様式第５号）に必要な書

類を添えて、市長に提出するものとする。 

（１） 施設の名称及び所在地 

（２） 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地 

（３） 施設管理者（施設長）の氏名及び住所 



 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、千葉市休日保育事業指定内容変更承

認通知書（様式第６号）により当該申請者に通知するものとする。 

 

（事業の廃止又は休止） 

第５条 指定事業者は、事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止しようと

する日の６か月前までに、次の各号に掲げる事項について、市長と協議しなければならな

い。 

（１） 廃止又は休止を希望する理由 

（２） 廃止又は休止しようとする年月日 

（３） 現に本事業を利用している乳幼児に対する措置 

（４） 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間 

（５） その他市長が必要と認める事項 

２ 指定事業者は、前項の規定による協議が整ったときは、事業を廃止又は休止しようと

する日の１か月前までに、千葉市休日保育事業廃止（休止）申請書（様式第７号）を市長

に提出するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、千葉市休日保育事業廃止（休止）承

認通知書（様式第８号）により、当該申請者に通知するものとする。 

 

（指定の取消し） 

第６条 市長は、指定事業者が次のいずれかに該当するときは、その指定を取消すことが

できるものとする。 

（１） 虚偽その他不正の手段により当該指定を受けたとき。 

（２） 実施施設の認可を取り消されたとき。 

（３） 正当な理由なく第２０条第１項の規定による指導に従わないとき。 

２ 市長は、前項の規定により指定を取消したときは、当該指定事業者に対し、千葉市休

日保育事業指定取消し通知書（様式第９号）により、その旨及び理由を通知するものとす

る。 

 

（対象児童） 

第７条 事業の対象となる児童（以下「対象児童」という。）は、次の各号のいずれにも該

当する児童とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

（１）子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第１９条第２号若しくは第３号

の保育認定を受けた（次の２項に規定する本市の施設に入所する）児童であること。 

（２）以下の施設のうち、いずれかに入所している児童であること。 

 ア 法第３９条第１項に規定する保育所（認定こども園法第３条第１項又は第３項の

認定を受けた施設及び同条第９項の規定による公示がされた施設を除く。） 

 イ 認定こども園法第２条第６項に規定する認定こども園 

 ウ 法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業を実施する事業所 

 エ 法第６条の３第１０項に規定する小模保育事業を実施する事業所 

 オ 法第６条の３第１２項に規定する事業所内保育事業を実施する事業所 

（３）保護者の就労等により日曜日等において保育に欠ける児童であること。 



 

（４）１週間のうち、保育所等（第２号に定める各施設をいう。以下同じ。）の利用日数が

休日保育事業利用日を含め、６日を超えないこと。 

 

（利用日時等） 

第８条 事業の利用日は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２

９日から１２月３１日までの日とする。 

ただし、１月１日から１月３日を除くものとする。 

２ 利用時間は午前７時から午後６時まで（保育短時間認定を受けた児童（以下「短時間

認定児」という。）は、３時間の延長保育を含む。）とする。 

 

（実施の要件） 

第９条 休日保育事業を実施する者（以下「実施者」という。）は、それぞれ次に掲げる要

件を満たすものとする。 

（１） 保育所 千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

４年１２月１９日条例第８６号） 

（２） 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 認定こども園法第３条第２項に規

定する主務大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準 

（３） 幼保連携型認定こども園 千葉市幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、

設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年９月２２日条例第４６号） 

（４） 家庭的保育事業等（小規模保育事業、事業所内保育事業含む）を実施する事業所 

千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年９月

２２日条例第４７号）  

  

（利用申込み） 

第１０条 事業の利用を希望する保護者は、現に利用する保育所等の施設長（以下、「通常

利用施設長」という。）に申し出のうえ、千葉市休日保育事業利用申込書（様式第１０号）

を実施者に提出するものとする。 

２ 通常利用施設長は、前項の申し出を受けたときは、速やかに、児童に係る情報等を実

施者あて送付するものとする。 

３ 実施者は、第１項の規定による申込みを承諾するときは、当該申込者に対し、千葉市

休日保育事業利用決定通知書（様式第１１号）により通知するものとする。 

４ 実施者は、前項の規定による利用決定をしないときは、千葉市休日保育事業利用不承

認通知書（様式第１２号）により、その旨及び理由を当該申請者に通知するものとする。 

５ 実施者は、対象児童及び保護者を限定することなく、広く利用を希望する市民の用に

供するとともに、定員を超える申込みがあったときは、抽選、先着順その他の適切かつ

公平な方法により、利用者を決定するものとする。 

  ただし、事業所内保育事業実施施設においては、別表に掲げる利用定員の区分に応じ、

それぞれ同表の地域枠の欄に定める数以上のその他の乳児又は幼児（法第６条の３第１

２項第 1号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。）の定員枠（以下「地

域枠」といい、地域枠の利用者を「地域枠利用者」という。）及び、利用定員から地域枠

利用者を除いた定員枠（以下「従業員枠」といい、従業員枠の利用者を「従業員枠利用



 

者」という。）を設け、利用者を決定するものとする。 

 

（児童の健康調査等） 

第１１条 実施者は、第１０条第３項の規定により受入れを決定した児童（以下「利用児

童」という。）について、通常入所施設における健康記録票等により対象児童の健康状態

を把握し、当該児童の処遇に支障のないよう留意するものとする。 

 

（利用の取止め） 

第１２条 第１０第３項の規定による利用の決定（以下「利用決定」という。）を受けた保

護者は、その利用を取り止めようとするときは、速やかに千葉市休日保育事業利用取止

め届書（様式第１３号）を実施者に提出するものとする。 

 

（利用決定の取消し） 

第１３条 実施者は、利用決定を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、

当該利用決定を取り消すことができる。 

（１）第７条第１項各号の要件に該当しなくなったとき。 

（２）虚偽その他不正な手段により利用決定を受けたとき。 

（３）やむを得ない事情により当該児童の保育が困難となったとき。 

２ 実施者は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、千葉市休日保育事業利用

決定取消通知書（様式第１４号）により、当該保護者に通知するものとする。 

 

（利用料） 

第１４条 事業の利用に際し、費用負担は発生しないものとする。 

２ 短時間認定児が、保育標準時間の範囲で延長保育事業を利用した際の保育料は、千葉

市延長保育事業の取扱いに準じ、通常入所施設で徴収するものとする。 

 

（委託の禁止） 

第１５条 実施者は、事業の全部又は一部を第三者に委託してはならない。 

 

（個人情報の保護） 

第１６条 実施者は、利用児童及び保護者に係る個人情報を保護し、これを適正に取り扱

うために必要な措置を講じなければならない。 

 

（施設賠償責任保険の加入） 

第１７条 実施者は、実施施設に係る施設賠償責任保険に加入するものとする。ただし、

別に加入している保険において利用児童が補償対象となるときは、この限りでない。 

 

（事故報告） 

第１８条 実施者は、事業の実施に当たり事故が発生したときは、直ちに、事故連絡票（様

式第１５号）により市長並びに通常利用施設長に報告するものとする。 

２ 実施者は、前項の規定による報告を行ったときは、当該事故の発生後３日以内に、事



 

故報告書（様式第１６号）を市長並びに通常利用施設長に提出するものとする。 

 

（書類の整備） 

第１９条 実施者は、実施施設に係る次の各号に掲げる書類を整備しなければならない。 

（１）利用児童の処遇及び職員の雇用の状況を確認できる書類 

（２）実施施設の管理運営の方法を定めた書類 

（３）職員の就業規則その他これに準ずる書類 

 

（指導監督） 

第２０条 市長は、事業の適正な実施を確保するため、実施者に対し、必要な指導を行う

ものとする。 

２ 市長は、前項の規定による指導に当たり必要と認めたときは、実施施設等に対する立

入調査を実施することができるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により行った指導の内容及び当該指導に基づいて講じられた改

善措置の内容を閲覧に供することができるものとする。 

 

（委任） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、こども未来局

長が定める。 

 

   附 則 

この要綱は、平成１３年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年３月１５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年６月３日から施行し、平成２１年度の予算に係る補助金から適

用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年１２月１日から施行する。 



 

   附 則 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式により調整された用紙は、当分

の間、必要な個所を修正して使用することができる。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年９月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 



 

別表 利用定員（事業所内保育事業実施施設のみ） 

利用定員 地域枠 従業員枠 

１人以上５人以下 １人 利用定員－地域枠 

６人以上７人以下 ２人 利用定員－地域枠 

８人以上１０人以下 ３人 利用定員－地域枠 

１１人以上１５人以下 ４人 利用定員－地域枠 

１６人以上２０人以下 ５人 利用定員－地域枠 

２１人以上２５人以下 ６人 利用定員－地域枠 

２６人以上３０人以下 ７人 利用定員－地域枠 

３１人以上４０人以下 １０人 利用定員－地域枠 

４１人以上５０人以下 １２人 利用定員－地域枠 

５１人以上６０人以下 １５人 利用定員－地域枠 

６１人以上７０人以下 ２０人 利用定員－地域枠 

７１人以上 ２０人 利用定員－地域枠 

 

注１従業員枠については下限を設けないこととし、地域枠をその分増加させることは差支

えない。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号

　　年　　　月　　　日

（あて先）千　　葉　　市　　長

（申請者）　住　所

法人名

代表者 印

（施設名 ）

担当者名

電話番号

FAX番号

Eメールアドレス

（提出書類）

１　事業計画書

２　その他必要書類

千葉市休日保育事業実施指定申請書

　千葉市休日保育事業の実施施設としての指定を受けたいので、次の通り申請します。



 

 

様式第２号

該当する記号・名称に○をつけ、必要事項を記載してください。

〒

千葉市 区

ＴＥＬ：　　　　（　　　　　）　　　　　　　　ＦＡＸ：　　　　（　　　　　）　　　　　

※最寄駅から施設までの地図を提出してください。

１　設置者等

Ａ：個人 代表者職・氏名

Ｂ：法人

（名称： ） 設置主体の 住所

主たる事業： 所在地

ＴＥＬ： （ ）

Ｃ：任意団体 ＦＡＸ： （ ）

（名称： ）

他に経営している保育施設 名称：

□　　・　□無有 ・ □ 無 □ □ □ □

□

年 月 ・ □ 無

保育従事年数 年 施設長・主任歴 年

防火管理（予定）者氏名 □ 講習受講済み □ 講習予定

２　計画定員

休日保育事業定員 人 休日保育保育室 ㎡

事業所内保育事業所 地域枠 人従業員枠 人

※

３　職員配置計画 （単位：人）

※雇用予定がある場合には、採用方法・確保の見通しを下記に具体的に記入してください。

４　施設の開所時間と休日保育事業実施計画
歳児 ～ 就学前 ※0歳児は　 から（産休明け・生後○日・○か月等）

歳児 ～ 就学前 ※0歳児は　 から（産休明け・生後○日・○か月等）

事業所内保育事業所の場合は、地域枠・従業員枠についても記載

調理員

開所時間

経験年数

施　設　長 関連
資格

有（保育士・保健師・看護師・助産師・幼稚園教諭・その他）

（予定者）氏名 取得年月

設
置
主
体

設置者の設立年月日（個人以外） 年　　月　　日

認可 認可外（ 千葉市保育ルーム 認可外保育施設）

千葉市休日保育事業計画書
施
設
名
称

所
在
地

最寄駅 駅から徒歩　　　　　分

施
設
長

保育士 その他

計常勤 非常勤
常勤 非常勤 常勤 非常勤

専任 兼務 専任 兼務

計画合計

確保済
雇用予定

受入年齢 通常
休日保育

平 日 休 日 保 育

通常 時　　　分から　　　時　　　分まで

休日保育 時　　　分から　　　時　　　分まで



 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号

千葉市指令　　　第　　　号

（申請者）　住　所

法人名

代表者 様

（施設名 ）

年 月 日付申請のあった、千葉市休日保育事業の実施に

ついて、次のとおり指定したので通知します。

年 月 日

千　葉　市　長　　　　　

千葉市休日保育事業指定通知書

指定日 年 月 日

事業開始日 年 月 日

施設名

事業を行う場所

その他



 

 

 

 

様式第４号

千葉市指令　　　第　　　号

（申請者）　住　所

法人名

代表者 様

（施設名 ）

年 月 日付申請のあった、千葉市休日保育事業の実施に

ついて、次のとおり不承認としたので通知します。

年 月 日

千　葉　市　長　　熊谷　俊人　　　

（審査請求等について）

1　この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
に、千葉市長に対してすることができます。

2　この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内
に、千葉市を被告として提起することができます。

月

千葉市休日保育事業不承認通知書

日

不認定とした理由

その他

決定日 年



 

 

 

 

 

 

 

様式第５号

年 月 日

（あて先）　千葉市長

（申請者）　住　所

法人名

代表者 印

（施設名 ）

年 月 日付　　　　　　　　により指定を受けた内容について変更したく、

次のとおり申請します。

（４）その他

変更理由

変更後

（１）施設の
名称・所在地

（２）設置者の
氏名・住所

（名称・所在地）

年変更希望日

変更前

（３）施設管理者
（施設長）の
氏名・住所

月 日

千葉市休日保育事業指定内容変更申請書



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第６号

千葉市指令　　　第　　　号

（申請者）　住　所

法人名

代表者 様

（施設名 ）

年 月 日付で申請があった内容について、次のとおり変更を承認

したので通知します。

年 月 日

千　葉　市　長　　　　　　　　　　　

日

変更内容

変更承認日 年 月

千葉市休日保育事業指定内容変更承認通知書



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第７号

年 月 日

（あて先）　千葉市長

（申請者）　住　所

法人名

代表者 印

（施設名 ）

年 月 日付　　　　　　　　により指定を受けた事業について中止したく、

次のとおり申請します。

千葉市休日保育事業廃止（休止）申請書

日

中止の理由

中止希望日 年 月



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第８号

千葉市指令　　　第　　　号

（申請者）　住　所

法人名

代表者 様

（施設名 ）

年 月 日付で申請があった内容について、次のとおり中止を承認

したので通知します。

年 月 日

千　葉　市　長　　　　　　　　

千葉市休日保育事業廃止（休止）承認書

日

備 考

中止承認日 年 月



 

 

様式第９号

千葉市指令　　　第　　　号

（申請者）　住　所

法人名

代表者 様

（施設名 ）

年 月 日付　　　　　　　　　　　　　　　　　により指定した休日保育

事業の実施について、下記の通り取り消すこととしたので、通知します。

年 月 日

千　葉　市　長　　熊谷　俊人

（審査請求等について）

日

千葉市休日保育事業指定取消し通知書

備 考

取消し日

1　この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
に、千葉市長に対してすることができます。

2　この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内
に、千葉市を被告として提起することができます。

年 月



 

 

（保護者）

連絡先電子メールアドレス
＠

※

保育所（園）に入所している　〔保育所（園）名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

保育所（園）へ休日保育利用の旨の連絡
（どちらかに○）

既に済ませた
未だしていない

⇒ご利用の旨ご連絡ください

保育所（園）へ代替休園日（代わりの休日）
を伝えたか

（どちらかに○）
既に済ませた 未だしていない

⇒代替休園日（代わりの休日）をお伝えください

母

緊急時の
連絡先

その他

父

休日保育
利用希望日
（希望日欄に○印
をつけてください。
なお、祝日等の欄
には希望日を記入
してください。）

利用日計 計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日 

休日保育
申込理由

保護者が １　就労している
２　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

月

休日保育利用に当たっては、普段ご利用の保育所（園）へもご連絡が必要です。

添付書類
（該当事項に
○印を付けて

ください。）

１　休日保育個人調査票
２　休日就労証明書　（世帯で就労している方全員のそれぞれの証明が必要）　

４　障害者手帳等の写し
５　その他　

３　生活保護受給証明書または非課税証明書

氏　　　　　　　　　　　名 連　　絡　　先

月

月

祝日等で希望する場合は希望日を記入

月

生年月日　　　　　年　　月　　日生（満　　歳・4月1日現在）
女

児 童 の
状 況

月 第１日曜日 第２日曜日 第３日曜日

男

第４日曜日 第５日曜日

電　話　番　号

住 所

氏 名
フリガナ

連 絡 先 電 話 番 号

　次のとおり休日保育を受けたいので申込みます。なお、入所に伴う保育園への送迎並びに入所
中における注意事項については、保護者の責任において履行することを誓約いたします。

休日保育
対象児童

住所
千葉市　　　　　　区

氏名
フリガナ

様式第１０号

千葉市休日保育事業利用申込書

　　 年　 　月 　　日（あて先：施設名）

―
※実施施
設記入

施設名 ℡番号 ―



 

 

（保護者）

（施設名）

様式第１１号

千葉市休日保育事業利用決定通知書

　　　　年　　月　　日

住 所

氏 名
フリガナ

様

休日保育
対象児童

住所
千葉市　　　　　　区

氏名
フリガナ 男

生年月日　　　　　年　　月　　日生（満　　歳・4月1日現在）
女

児 童 の
状 況

月 第１日曜日 第２日曜日 第３日曜日 第４日曜日

月

祝　日　等第５日曜日

月

月

休日保育
申込理由

保護者が １　就労している

保育所（園）に入所している　〔保育所（園）名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

利用日計 計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日 

休日保育
利用日

２　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

月

※ 1 休日保育を利用する場合は、この通知書を必ず提示してください。

2

3

4

5

6

申込み事項の変更や利用の辞退等については、速やかに保育所（園）に連絡してください。

保育所（園）の送迎は、時間を厳守してください。

送迎は同一の方を原則としますが、やむを得ず違う方がお迎えの場合は、児童との関係がわかるものの提示を
お願いします。

保護者の方の所在が常にわかるようにしてください。

問い合わせ先は次の通りです。

―施設名 ℡番号 ―



 

 

様式第１２号

平成

（保護者）

様

年 月 日

電話番号

千葉市休日保育事業利用不承認通知書

フ リ ガ ナ

氏 名

　　 年　 　月 　　日

（施設名）

連絡先 施設名

氏名
性
別

男 ・ 女
年
齢

フリガナ 生年月日

住 所

不 承 認 の 理 由

満　　　　　　　　歳

(４月１日現在）

対 象 児 童

住所



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１３号

年 月 日

（保護者）

連絡先電話番号

連絡先電子メールアドレス

＠

　下記のとおり、休日保育事業の利用を取止めますので、届出ます。

取 止 め の 理 由

年 月 日生まれ

利 用 を
取 止 め る 日

年 月 日

氏 名

対 象 児 童 名

性 別 男 ・ 女 生 年 月 日

千葉市休日保育事業利用取止め届出書

住 所

フ リ ガ ナ

（あて先：施設名）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１４号

平成

（保護者）

様

下記の理由により、利用を取り消すこととしたので通知します。

年 月 日

電話番号

　　 年　 　月 　　日

連絡先 施設名

千葉市休日保育事業利用取消し通知書

住 所

住 所

フ リ ガ ナ

氏 名

生年月日

性
別

（施設名）

(４月１日現在）

フリガナ

取 消 し の 理 由

男 ・ 女
年
齢

満　　　　　　　　歳
氏 名

対 象 児 童



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１５号

年 月 日

満 歳

年 月 日 時

（１）

（２） 針縫合

（３）

（４）

※　即日ファックス又は電話で連絡してください。

　　  　保育運営課　　　　　　　ファックス番号　　　　　２４５－５８９４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（助成班）　　２４５－５７２９

事　　　故　　　連　　　絡　　　票

施設名 連絡者
職

氏名

事　　　　故　　　　状　　　　況

児 童 名
生年月日

年齢

発生年月日 曜日 分頃

発生場所と状況

怪我の程度

病院での処置
・病 院 名

・処　　置 レントゲン撮影 有　　無

・入　　　院 有　　　無

骨折　・　捻挫

その他

・指導事項

・次回の受診予定 なし



 

 様
式

第
１

６
号

施
設

名

実
施

者
印

　
 　

　
年

　
　

 　
月

　
　

 　
日

医
 療

 機
 関

 名
医

療
機

関
へ

の
付

き
添

職
員

名
及

び
職

名
千

　
葉

　
市

　
長

　
　

様

傷
  

病
  

名

医
  

 療
  

 機
  

 関
で

  
 の

  
 処

  
 置

保
育

中
・保

育
施

設
外

に
お

け
る

児
童

の
事

故
報

告
書

医
師

の
指

示
事

項
（
診

断
事

項
等

）

児
 童

 名
年

  
齢

男
 ・

 女

保
護

者
へ

の
対

応
（
事

情
説

明
内

容
等

）
保

護
者

名

発
生

年
月

日
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

 　
　

日
　

　
  

　
曜

日
　

  
  

 　
時

　
　

  
  

  
分

頃

発
生

場
所

説
明

者
及

び
職

名

傷
病

の
状

況

こ ど も の 状 態

当
  

  
  

  
日

夜
 の

 様
 子

当
日

の
子

ど
も

の
状

態

発
生

の
状

況
（
具

体
的

に
詳

記
の

こ
と

）
発

生
場

所
略

図
と

職
員

の
位

置

そ
 の

 後
 の

経
  

  
  

  
過

事  後  処  理

他
の

子
へ

の
指

導
・
配

慮

職
 員

 へ
の

指
 導

施
設

・
設

備
の

対
 策

発
生

当
初

の
保

育
施

設
で

の
処

置
（
応

急
処

置
）

そ
  

 の
  

他


